
一
九
七

O
一

-

年

の

記

念

す

一

一

べ

き

年

に
あ

一

一

i

た
り
議
会
だ

一

一

備

よ
り
を
発
刊

一

一

闘

す

る

こ
と
に

一

一

目

一

一

斎

い

た

し
ま
し

一

一
た
。

C
承
知
の
と
お
り
議
会
は
理
事
者
一

一
と
と
も
に
市
民
の
幸
福
を
ね
が
い
市
の
一

一
発
展
の
た
め
に
万
全
を
期
し
て
努
力
い

一

一
た
し
て
お
り
ま
す
。

一

一
し
か
し
な
が
ら
、
市
民
の
閣
に
は
議
会

一

二
U

一
は
ど
う
い
う
動
き
を
し
て
い
る
の
か
、

一

室
E
7

・一
議
員
は
ど
ん
な
働
き
を
し
て
い
る
の

一

E
-
B
一
か
、
案
外
知
ら
な
い
函
が
あ
る
よ
う
に

一

議
一
思
い
ま
す
。

一

一
会

一

主

権
在
民
の
今
日
の
政
治
は
、
住
民

一

本
一

が
行
な
う
政
治
で
あ
り
市
民
が
行
な
う

一

i
〈
一
市
政
で
あ
り
ま
す
。
市
民
の
直
接
選
挙
一

hdL
F

一
に
よ
っ
て
信
任
さ
れ
た
市
長
と
議
員
の

一

¥J

一
構
成
に
よ
る
議
会
が
、
市
民
に
代
わ
っ

一

一
て
市
政
令
担
当
し
て
い
る
も
の
で
ゐ
り

一

一
ま
す
。

一

一

従
来
市
議
会
と
市
民
と
の
関
係
に
つ

一

一
い
て
、

宿
接
な
う
な
が
り
が
あ
る
べ
き

一

一
も
の
が
、

現
申
夫
は
あ
ま
り
関
心
が
持
た

一

一
れ
て
い
な
い
感
が
あ
り
ま
す
。

今
後
定

一

一
例
議
会
毎
に
年
四
回
発
行
し
ま
す
が
、

一

一
本
紙
を
通
じ
市
民
各
位
と
更
に
箭
疑
念

一

一
連
携
を
保
ら
、
住
み
よ
い
大
野
市
の
建

一

一
設
に
努
力
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

一

一
今
後
と
も
格
段
の
と
協
力
を
お
願
い

一

一
し
発
刊
の
と
あ
い
さ
つ
と
い
た
し
ま
す

一

45. 5. 1 
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一⑤

南

部

土

地

区

画

整

理

事

業

特

別

会

計

二
千
二
百
二
十
七
万
九
千
円

一
@
公

団

分

収

造

林

事

業

特

別

会

計

一
百
六
十
七
万
七
千
円

条

例

一
O
市
税
賦
課
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い

〈
〉
市
民
税
を
一
線
準
税
率
に
近
づ
け
る
た
め

の
税
率
の
引
き
下
げ

。

一

一

般

会

計

一

議

会

賞

一

O
市
税
の
納
期
の
特
例
条
例
に
つ
い
て

本
年
度
の
予
算
は
、
生
活
環
境
一
総
務
費

一

O
固
定
資
産
税
の
納
期
を
四
十
五
年
度
に

一
億
六
千
一
百
七
十
二
万
五
千
円

一

限
り
五
月
に
改
め
る
。

U
M
d
i
H
t
p問
料

開

一

民

生

費

一
O
納
税
貯
蓄
組
合
奨
励
に
関
す
る
条
例
の
一

一
億
三
千
八
百
六
十
万
三
干
円

一

部
改
止
に
つ
い
て

整
備
な
ど
に
重
点
が
お
か
れ
、
総
一

一
衛
生
費
八
平
三
百
九
十
万
円

一

。
納
税
貯
蓄
組
合
設
立
奨
励
金
の
引
き
上

額
十
二
億
二
千
二
百
五
万
五
千
円
と
な
り
ま
-一

労
働
費
八
百
五
十
九
万
円

一

げ

し
た
。
主
な
も
の
は
次
ぎ
の
と
お
り
で
す
。

一
農
稼
業
費
八
千
二
百
六
十
万
八
千
円

一
O
議
会
議
員
の
報
酬
お
よ
び
費
用
弁
償
に
関

一
商
工
費
ニ
干
四
百
一
万
八
千
円

一

す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

一
土
木
費

一
O
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

一
億
二
千
六
百
九
十
二
万
九
千
円
一
に
つ
い
て

一

消

防

費

四

千

三

万

四

平

円

一

O
議
員
、
総
員
の
費
用
弁
償
戸
旅
費
)
を

一
教
育
費

一

実
情
に
見
合
う
額
と
す
る
改
比

一
億
六
千
一
百
三
十
一
万
三
平
円
一

O
職
員
の
特
妹
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の

一
災
害
復
旧
費
二
千
一
百
五
十
三
方
円
…
一
部
改
正
に
つ
い
て

一

公

債

費

一

O
特
殊
な
業
務
に
従
事
す
る
職
員
に
支
給

一
億
一
千
八
百
四
十
二
万
七
ヱ
・
円
一
す
る
手
当
の
増
額

一
繰
上
充
用
金
二
億
三
千
万
円

一
O
単
純
労
務
職
員
給
与
品
支
給
条
例
の
一
部

一
③
国
民
健
鹿
保
険
特
別
会
計

一

改
正
に
つ
い
て

。
作
業
実
憶
に
即
し
た
給
与
品
支
給
改
善

一
二
億
五
千
七
十
六
万
五
平
円

、一

O
消
防
団
員
の
定
員
、
任
免
、
給
与
、
隈
務

一
。
五
箇
診
療
所
特
別
会
計
一
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

百

八

十

五

万

三

平

円

一

O
防
犯
隊
設
霞
条
例
の
一
都
改
正
に
つ
い
て

一⑤

簡

易

水

道

事

業

特

別

会

計

一

O
消
初
団
員
、
防
犯
隊
員
の
処
巡
改
善

(

手
当
の
糟
額
)

一
千
六
百
五
十
三
万
三
千
円

一一
O
隔
縦
病
舎
収
容
患
者
の
会
脅
徴
収
条
例
の

一
⑤
食
肉
処
理
場
特
別
会
計

一

廃
止
に
つ
い
て

(2) 第 l号
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市諸寄

収付

債入金

四
十
五
年
度
予
算
な
ど

三

十

議

案

を

可

決

・

承

認

昭
和
四
十
五
年
度
の
予
算
な
ど
を
審
議
す
る
三
月
定
例
会
は
、
一
二
月

十
日
に
開
会
し
、
会
期
を
二
十
日
ま
で
の
十
一
日
閣
と
決
定
し
、
昭
和

四
十
五
年
度
一

般

・
特
別
会
計
予
算
、
昭
和
四
十
四
年
度
一
般
・
特
別

会
計
補
正
予
算
な
ど
三
十
議
案
を
原
案
ど
お
り
可
決
、
承
認
、
同
意
い

た
し
ま
し
た
。

請
願

・
陳
情
二
十
九
件
の
う
ち
、
採
択
十
五
件
、
継
続

審
査
十
四
件
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
他
市
政
に
対
す
る
一
般
質

問
が
行
な
わ
れ
二
十
日
予
定
し
た
日
涯
を
全
部
終
了
し
ま
し
た
。

(歳

入

市
税
四
億
四
千
三
百
六
十
九
万
一
千
円

自
動
車
取
得
税二

千
四
百
九
十
四
万
四
平
円

地
方
交
付
税

二
億
九
千
五
百
五
十
三
万
一
平
円

分
担
金
及
負
担
金

一
千
一
百
五
十
一
万
円

使
用
料
及
手
数
料

二
平
六
百
二
十
二
万
円

国
庫
支
出
金

一
億
一
千
六
百
三
十
四
万
四
干
円

県
支
出
金

四
平
二
百
八
十
五
万
八
手
円

一
平
二
百
三
万
一
千
円

二
億
十
七
万
二
平
円

二
千
四
百
二
十
万
円

(歳

出
)

二
千
三
百
七
十
万
八
千
円

四
百
七
万
四
平
円

。
隔
離
病
舎
の
老
朽
化
に
よ
り
廃
止
し
勝
一

山
市
と
組
合
で
運
営
す
る
。
(
勝
山
市
一

病
舎
の
利
用
)

一
O
市
立
学
校
設
置
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
一

て。
宝
凌
寺
小
学
校
、
打
波
小
学
校
嵐
分
校

の
廃
江
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一
で
計
一
民
を
進
め
て
お
り
ま
す
。

一
と
を
言
っ
て
お
り
ま
す
が
、
最
終
的
に
は
、

一
0
・
:
市
道
舗
護
・
改
良
の
計
画
は
一
各
県
、
生
律
一
団
体
等
が
よ
く
考
え
た
土
、
転

一

一

作

指

導

を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま

三
月
十
一
一
一
、
十
四
日
の
両
日
に
わ
た
り
代
一
円
一
一
一
誌
は
一
お
れ
れ
引
わ
引
子
。
将
来
の
農
村
の
生
活
を
見
き
わ
め
た
土

表
、
一
般
質
問
が
行
な
わ
れ
、
九
名
の
議
員
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
弓
な
き
け
な
い
実
情
で
一
れ
れ
れ

J
一
一
ー
を
す
る
の
か
、
具
体
的
に

が
費
問
し
ま
し
た
。
お
も
な
質
問
お
よ
び
答
一
あ
り
ま
す
。
県
内
他
市
と
の
舗
装
率
と
比
べ
一

u

弁
は
次
ぎ
の
と
お
り
で
す
。
一
て
み
ま
す
る
に
、
半
分
に
も
満
た
な
い
の
で
一
答
大
野
市
で
二
百
四
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
余
h
J

AV---
市

長

再

出

馬

表

明

す

る

一

あ

り

ま

す

。

一

の

作

付

転

換

し

な

け

れ

ば

な

り

ま

せ

ん
の
で

一
今
年
は
市
街
地
の
舗
装
事
主
冗
了
し
、
農
村
一
昨
年
よ
り
そ
の
転
換
作
物
を
研
究
い
た
し
ま

間
昭
和
四
十
五
年
度
の
施
政
方
針
を
打
ち
一
連
坦
地
区
の
舗
装
に
か
か
る
と
い
わ
れ
ま
す
一
し
て
、
い
ち
と
、
皇
字
、
欝
潟
大
根
、
レ
夕

日
幻
れ
れ
川
お
れ
げ
十
ィ
持
一
一
一
れ
十
一
九
説
明
的
な
舗
装
、
改
良
計
画
を
…
い

L
P川
口
リ
日
パ
ヨ
け
れ
作
付
引
い

明

を

溌

け

ら

れ

た

。

市

長

が

責

任

を

も

っ

一

一

中

央

市

場

を

対

象

と

し

た

も

の

を

作

り

、

四

位

て
、
こ
の
施
政
方
針
を
打
ち
出
し
た
な
ら
ば
一
答
本
年
度
は
、
村
部
連
垣
地
区
の
舗
装
を
一
地
化
の
方
向
に
進
む
も
の
と
、
物
価
の
儲
下

何
故
出
馬
表
明
を
き
れ
な
い
の
か
。
私
は
も
一
重
点
的
に
七
千
メ

ー
ト
ル
の
舗
装
e
伊
』
一
計
画
し

一り
を
考
慮
に
入
れ
て
、
加
工
化
の
方
向
に
進

う
一
度
、
八
月
の
市
長
還
に
出
罵
ず
る
意
志
一
て
お
り
ま
す
。

一ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
が
あ
り
ま
す

が

あ

る

の

か

お

伺

い

し

ま

す

。

一

薗

の

方

で

も

第

六

「
J
汁
汁
リ
1
1
J川
1
刈
川
川
川
川
パ
川
1
」
大
手
メ
ー
カ
ー
と
組

一
次
道
路
繋
備
五
カ
年

-

d

監
査
委
員

-
E定
資
産
詩
価
審
査
委
-

答

市

民

並

び

に

議

員

各

位

の

と

支

援

王

寺

同

一

け

け

一

一

一

パ

リ

i
u
u
u
Hけ
M
M
H
U
h
-
み
、
契
約
栽
培
を
や

ヵ
f
一
計
画
の
中
で
、
市
町
一
員
お
よ
び
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
決
色
一
コ

ら

れ

れ

ば

、

八

月

の

市

長

選

挙

乙

再

出

馬

し

一

一

川

t
c
t
d
4
4
3
5
3
1
4
f
a
-
-
a

一
っ
て
い
く
の
も
一
つ

1

6

一
村
道
の
舗
装
・
改
良
一
る
'

!

一

た

い

と

決

意

を

い

た

し

て

お

り

ま

す

。

-

一

一

一

汁

ljipi--ttL・I
・-こ

-ji--，
•• 

一
の
方
法
で
あ
る
と
考

一
に
つ
き
ま
し
て
補
助
一
三
月
定
例
会
最
終
日
に
任
期
満
了
に
一

-

一

三

E
F
3
V』
Z

毒
薬

E
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f
葉
清
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一
え
ま
す
@

A
V
-
-
-
市

民

税

を

安

く

一

を

検

討

し

て

お

り

ま

一

伴
?
八
阜
案
件
三
件
が
提
案
合
れ
、
そ
一
人
寸
の
考
え
方
と
し
て

一
す
。
市
と
し
ま
し
て
一
れ
ぞ
れ
満
場
一
致
で
同
意
し
ま
し
た
。
一

周

大

野

市

税

率

を

標

準

税

率

の

一

・

三

倍

-

一

j
l
i
l
i
-
-
1
1主
「

F
2
1
E
l
f
-
い
ら
と
栽
時
点
下
に
百
四

か
ら
一
二
一
倍
に
減
額
す
る
こ
と
と
、
年
収
一
も
、
国
の
補
助
と
合
一
。

ι
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3
i
-
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、
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1

一
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
校

一
わ
せ
ま
し
て
、
市
道
一
大
野
市
七
板
第
一
七
号
λ
五
蕃
地
一

十

五

万

円

以

下

の

所

得

者

に

対

し

標

準

税

率

一

一

2
5
F
4
唱
F
L
一・
J
a

i
-
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汁
2
1

一
豆
・
に
ん
じ
ん
・
里

に
下
げ
る
こ
と
は
よ
い
乙
と
で
あ
り
ま
す
が
一
の
一
級
、
二
級
に
つ
一
ー
ー
骨

1

2

卜
也
一
宇
な
ど
で
百
へ
ク
タ

ま
だ
こ
れ
で
も
七
市
の
内
で
は
最
高
税
率
で
一
き
ま
し
て
は
、
改
良
一

o
E
f賢
一
撃
在
官
官
宣
告
白
会
委
員
一

lz-確
保
し
て
い

一
整
備
に
九
十
キ
ロ
メ
一
大
野
市
中
保
第
一
一
号
八
番
地

-

一

あ

り

ま

す

。

よ

っ

て

、

市

民

税

を

標

準

税

率
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一:
一
き
た
い
と
考
え
て
お

、一

1
ト

ル

を

予

定

し

て

一

正

津

一

夫

一

一

ま
で
下
げ
る
今
後
の
計
画
を
お
聞
か
せ
願
L
一

一

J
i
F
i
-
-一
円
1
1
-
5
一

2ζ
す。

一
お
り
ま
す
。
今
後
、
一

O
人

権

擁

護

委

員

候

補

者

一

ま

す

.

一

一

〈

l

ノ
者
豊
富

Z
E
F自
主
T
Z

一

一
一
年
一
年
舗
装
改
良
一
大
野
市
泉
町
一

O
番
一
三
号
一
。
駐
車
場
施
設
の
一
あ
る
か
ど
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
市
街
地
周
一
で
、
今
す
ぐ
と
い
う
訳
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

答

市

民

税

だ

け

を

乙

り

ま

す

と

確

か

に

そ

一

に

対

す

る

予

算

を

場

一

石

田

伊

太

郎

一

設

置

一辺
に
大
き
い
駐
車
場
を
設
賞
す
る
の
も
急
務
一
し
か
し
将
来
は
市
街
地
の
中
心
部
に
お
き
ζ

の
と
お
り
で
あ
り
中
ζ

す
が
、
直
定
資
産
税
に
一
額
し
て
、
市
民
の
婆
』
I
l
l
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
L
間
今
日
の
交
通
事
一
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
占
凧
に
つ
い
て
お
伺
い
し
一
し
て
、

第
市
改
造
を
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
と

お
き
ま
し
で
は
標
準
税
率
で
実
施
し
て
お
り
一
望
に
こ
た
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

一倍

か

ら

、

自

主

規

制

だ

け

で

は

問

題

の

解

決

一

ま

す

。

一

い

と

考

え

て

お

り

ま

す

。

さ
し
あ
た
っ
て
鉄

ま
す
の
で
、
市
民
の
税
負
担
に
つ
・
!
と
て
J

一〈
V

作
付
転
換
の
具
体
策
室
谷
』

一
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
ま
す
。
一
公
同
家
を
新
築
す
る
場
合
は
、
必
ら
ず
駐
車
一
筋
で
家
を
建
て
る
場
合
に
お
い
て
は
道
路
上

総
体
的
に
み
て
他
市
よ
り
も
高
L
と
い
う
y

一

一そ
こ
て
今
後
駐
車
場
施
設
の
規
定
を
定
め
る
一
場
施
設
を
取
り
つ
げ
る
よ
う
規
定
す
る
意
志
一
り
は
下
っ
て
家
を
建
て
、

許証
翠
・
場
施
設
を
怒

と
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、

ζ

の
ま
一
間
総
会
農
政
を
縫
進
し
、
仮
に
生
産
調
整

一意
志
が
あ
る
か
ど
う
か
お
伺
い
し
ま
す
。
一
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
長
に
つ
い
て
は
、
一
保
す
る
よ
う
市
と
し
て
規
定
す
る
の
が
当
山

ま
で
満
足
し
て
は
お
り
ま
せ
ん
。
四
十
五
年
一
が
で
き
て
食
管
制
度
が
守
れ
た
と
し
た
時
、
一
例
え
ば
、
家
を
新
築
す
る
場
合
に
は
必
ら

一実
施
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
一
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
今
後
十
分
検
計

度
は
了
二
倍
、
四
十
六
年
度
は
一
・
一
倍
、
一
減
一
反
農
地
の
転
作
を
ど
の
よ
う
に
指
導
さ
れ
一
ず
駐
車
場
施
設
を
と
り
つ
け
る
こ
と
を
規
定
一
し
か
し
、
市
街
地
周
辺
に
大
き
な
駐
車
場
を
一
ま
い
り
た
い
と
考
え
ま
す
。

四
十
七
年
度
か
ら
は
標
準
税
率
と
い
う
こ
と
一
る
つ
も
り
で
す
か
。
政
府
は
い
ろ
い
ろ
な
こ

一す
る
。
と
い
う
よ
う
に
規
定
す
る
意
志
が
一
設
置
す
る
の
は
困
難
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
の
一
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第
ニ
十
四
品
つ
一
大
野
市
税
斌
課
徴
収
条
侠
の
一
認
を
改
正
す
る
条
町
民
案

第
三
ι

萱
勺
一
大
野
市
税
の
納
期
の
特
例
に
演
す
る
条
例
案

第
一
一
十
六
号
一
大
野
市
納
税
貯
蓄
組
合
奨
勤
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正

一
す
る
条
例
案

第
一
一
十
七
号
一
大
野
市
単
純
労
務
職
員
給
与
口
同
支
給
条
例
の
一
部
を
玄
正
す

る
条
例
案

第
ニ
+
八
号
一
大
野
市
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条

一例
案

第
ニ
+
主
勺
一
大
野
市
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
暗
闘
す
る
条
例
の
一
部
を
改

一
正
す
る
条
例
案

第
三
十
号
一
大
野
市
消
防
団
員
の
定
員
、
任
免
、
給
与
、
服
務
等
に
契
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

第
Z
+
一
号
一
大
野
市
防
犯
隊
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

第
Z
十
一五
勺
一
大
野
市
隅
舷
病
舎
収
容
患
者
の
食
費
徴
収
に
関
す
る
条
例
を

一
廃
止
す
る
条
例
案

第
呈
十
草
品
勺
一
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
(
高
前
言
明
舎
の

一
廃
止
)

第
呈
+
豆
勺
一
大
字
・
字
区
域
の
変
吏
に
つ
い
て

第
Z
十
査
ヱ
監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

第
Z
十
六
品
勺
一
毘
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
の
遺
伝
に
つ
い
て

第
呈
十
七
号
一
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
後
駕
に
つ
い
て

第
Z
十
八
号
一
大
野
市
立
学
校
設
置
条
例
の
一
部
令
改
正
す
る
条
例
案
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下
さ
い
。

い
ず
れ
も
原
案
ど
お
り
可
決
、
一
た
路
線
を
中
途
で
切
る
こ
と
の
な
い
よ
う
要
一
マ
パ
ス
路
線
運
行
に
つ
い
て
一
マ
助
成
願
い

請
願
は
採
摂
さ
れ
ま
し
た
。
審
一
望
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
一
〈
宝
慶
寺
区
長
田
中
豊
作
ほ
か
二
十
七
名
)
一

〈
福
井
県
労
働
福
祉
会
館

議
の
過
程
で
、
市
単
土
地
改
良
一
次
に
請
願
、
陳
情
に
つ
い
て
は
、
請
願
六
一

マ
市

道

舗

装

に

つ

い

て

一

理

事

長

斉
藻
敏

一)

三
月
定
例
会
に
お
け
る
各
委
員
会
の
状
況
一
事
並
木
に
つ
い
て
地
元
負
担
の
軽
減
を
は
か
る
一
件
、
陳
情
四
件
を
採
択
し
、
講
願
五
件
、
陳
一
(
中
村
町
区
長
福
田
耕
男
ほ
か
三
四
名
エ
マ
河
川
汚
濁
防
止
に
つ
い
て

は
次
の
と
お
り
で
す
。

う

要

望

が

あ

り

ま

し

た

。

一

情
三

件

を

継

続

審

査

と

決

定

し

ま

し

た

。

一

マ

市

道

舗

装

願

い

一

〈

福

井
県
内
水
面
漁
協
組
合
連
合
会
長

総
務
委
員
会

付

託

さ

れ

た

案

件

は

、

議

案

十

四

件

、

詩

一

建

設

委

員

会

一

教

育

雲

萎

員

会

一

(

稲

山

織

物

K
-
K稲
山
事
代
ニ
ほ
か
四
一

宝
鏡

奨
)

名

)

一

マ

市

道
舗
装
に
つ
い
て

願
二
件
、
陳
情
六
件
で
、
議
案
は
い
ず
れ
も
一
付
託
さ
れ
た
案
件
は
議
案
三
件
、
請
願
十
一
付
託
案
件
は
議
案
十
件
、
請
願
一

件
、

藤

一

マ

補

助

金

交

付

騒

い

一

(

一

「

中

野

区

長

径
島

清
)

原

案

ど

お

り

可

決

し

ま

し

た

。

一

一

件
、
陳
情
七
牛
で
、
議
案
は
す
べ
て
原
案

一

-

、

、

-

一

J
l

一情
一

件
て
議
案
は
し
す
れ
も
原
案
を
可
と
一
(
大
芥
土
地
改
良
区

一
マ
市
道
編
入
と
新
設
に
つ
い
て

請
願
、

陳
情
に
つ
い
て
は
、
四
件
を
採
れ

一
ど
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

一
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
o

一

理

事

長

安

川

嘉

一

)

一

(

西
大
月
区
長

佐
々
木
信
治
)

し
、
四
件
を
継
続
審
査
と
決
定
し
ま
し
た
。
一
審
議
の
過
程
で
、
道
路
舗
装
に
つ
い
て
市
一

請
願
は
採
択
、
諌
情
は

継

続

審

査

に

決

し

一

(

真

名

川

土

地

改

良

区

一

マ

建
物
払
下
げ
願
い

産

業

経

済

委

員

会

一

街

地

で

ま

だ

舗

装

さ

れ

て

い

な

い

箇

所

が

あ

一一

ま

し

た

。

一

理

事

長

怒
田

実

夫

)

一

(

若
里
町
ヌ
一
長
土
木
巧
〉

付
託
案
件
は
、
議
案
四
件
、
請
願
一
件
で
、
一
る
の
で
、
優
先
的
に
施
工
さ
れ
る
よ
う
、
ま

-

一
マ
建
物
払
下
げ
願
い

'
i
l
!
l
i
l
i
-
-
1
1
1
1
1
1
1
1

一
(
五
箆
森
林
組
合
長

陳

情

・

請

願

一

一

一一橋
光

蔵

二

隔

離

病

舎

組

合

議

員

決

ま

る

d

一門
V
市
道
鉱

張

整

備

に

つ

い

て

一

勝

山

市
、
大
野
市
隔
離
病
舎
組
合
議
会
議

一
三
月
定
例
会
に
出
さ
れ
た
陳
情
・
請
願
の
一
(
石
谷
区
長
加
藤
正
之
ほ
か
四
名
)
一
員
三
名
選
挙
の
鋳
果
次
ぎ
の
方
が
当
選
し
ま

一
中
で
各
常
任
委
員
会
で
審
査
の
結
果
、
採
沢
、
一
マ
区
画
整

理

施

行

に

つ

い

て

一

し

た

。

一
継
続
審
査
と
な
っ
た
も
の
は
次
ぎ
の
と
お
り
一
(
元
町
田
中
新
一
郎
ほ
か
二
十
九
名
)
一
斉
藤
秀

雄

一
で
す
。
採
沢
分
は
関
係
各
機
関
に
送
付
さ
れ

一

一
ま
し
た
。

一

l
継
続
審
査
と
な
っ
た
も
の

i

一

北

山

作

右

ヱ

門

木

下

正

一

|
採
択
さ
れ
た
も
の

l

一マ
市
道
改
良
に
つ
い
て

1
l
i
l
--
l1
1
il
l
-

-

‘J
r

・-I
ll
i
-
-
1i
1
1
1
1

一マ

舗

装

願

い

一

(

下

郷
区

長

猪

野

薫

ほ

か

七

名

)

一

ー

一

(
弥
生
町
、
高
村
外
次
郎
ほ
か
百
三
十
名
)
一
マ
市
有

建

物

払

下

げ

願

い

一

〈

あ

と

が

き

〉

一
[〉
道

路

拡

張

に

つ

い

て

一

(

森

山

区

長

斉

藤

信

一

ほ

か

二

十

六

名

)

一

(
鍬
街
区
長
田
中
太
一
ほ
か
三
名
)
一
マ
市
道
拡
幅
に
つ
い
て
一
お
そ
か
っ
た
春
も
桜
の
花
が
ち
り
、
ょ
う

一
マ
市
道
舗
装
に
つ
い
て
一
(
落
合
区
長
森
島
三
郎
ほ
か
一
区
長
)
一
ゃ
く
あ
た
た
か
く
な
り
ま
し
た
。

(
大
野
織
産
K
-
K
ほ

か

八

名

)

一

マ

市
道
拡

張

に

つ

い

て

一

さ

て

、

本

年

よ

り

議

会

活

動

の

一

環

と

い

一

マ

市

道

舗

装

に

つ

い

て

一

(

蓑

道

区

長

葛

葉

寛
稿
)

一

た

し

ま

し

て

、

議

会

だ

よ

り

「

市
議
会
報
大

一
野
」
そ
発
刊
い
だ
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

(
春
日
一
丁
目
中
区
長
坂
口
善
助
ほ
か
一
マ
市
道
舗
装
に
つ
い
て

今
ま
で
よ
り
以
上
に
市
民
の
み
な
さ
ま
と

四

十

六

名

)

一

(

中

荒

井

二

丁

目

小

池

健

一

ほ

か

十

七

名

)

一

一
議
会
と
の
聞
を
密
接
に
す
る
た
め
に
、
そ
の

一

マ

市

道

舗

装

に

つ

い

て

一

マ

市

道

編

入

拡

張

願

い

一

パ

イ

プ

の

役

目

を

果

し

て

参

り

た

い

と

考

え

〈

蓑

道

区

長

葛

葉

寛

嗣

)

一

(

中

野

一

T
目
区
長
四
万
軍
平
)

一
て
お
り
ま
す
。

一
マ
保
育
所
設
置
に
つ
い
て
一
マ
用
途
指
定
地
域
の
変
更
に
つ
い
て
一
初
め
て
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
の
で
、
行
届

(
富
田
区
長
会
長
細
川
勉
ほ
か
十
七
名
)
一
(
中
野
一
丁
目
区
長
四
方
軍
平
)
一
か
な
い
点
も
あ
り
ま
す
が
、
み
な
さ
ま
の
と

一

マ

市

道

舗

装

に

つ

い

て

一

マ

市

有

建

物

払

下

げ

願

い

一

批

判

や

と

意

見

を

仰

ぎ

、

前

向

き

の

姿

勢

で

(
中
野
一
丁
目
区
長
四
方
軍
平
ほ
か
七
名
)
一

(
今
井
区
長
松
浦
輝
雄
ほ
か
六
名
)

一
と
り
く
ん
で
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す

一
マ
地
元
負
担
免
除
に
つ
い
て

一
マ
市
道
編
入
願
い

一
よ
ろ
し
く
と
指
導
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

(
之
野
区
長
訟
鴻
弥
右
エ
門
ほ
か
三
区
長
)
一

(中
]
1
2
4
1
R

福
田
耕
男
ほ

か

十

五

名

)

一

事

務

一日向

(4) 
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大

請
願
は
だ
れ
に
で
も
で
き
ま
す
。

た
だ
、
そ
れ
が
簡
単
に
確
実
に
で
き
一

る
た
め
に
は
、
次
ぎ
の
乙
と
を
知
つ
一

て
お
か
れ
る
と
便
利
で
す
。
一

O
こ
ま
か
い
ζ

と
、
わ
か
ら
な
い
こ
一

と
は
遠
慮
な
く
議
会
事
務
局
へ
お
一

問
い
合
わ
せ

O
ひ
と
り
で
も
で
き
ま
す
。

O
紹
介
議
員
は
一
人
以
上
何
人
で
も
結
構
で
一

す

。

一

O
内
容
は
、
で
き
る
だ
け
簡
単
明
確
に
願
い
一

ま

す

。

一

O
道
路
・
下
水
な
ど
具
体
的
な
問
題
の
場
合
一

は
、
略
図
な
ど
を
添
え
た
方
が
便
利
で
す
。
一

O
部
数
は
一
部
で
結
構
で
す
。

O
陳
情
、
請
願
は
個
人
で
も
団
体
で
も
で
き
一

ま
す
し
市
に
対
し
て
、
県
に
対
し
て
、
国

一

に
対
し
て
も
で
き
ま
す
。

し
か
し
議
会
で
採
択
さ
れ
れ
ば
必
ず
執
行
一

さ
れ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
執
行
は
理
事
一

者
の
権
限
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

。
様
式
は
次
ぎ
の
と
お
り
で
す
。
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